
 

 

 

 

 

 

 

 

最低賃金は、各都道府県ごとに定められており、産

業や職業の別を問わず、千葉県内で働くすべての労働

者及び労働者を１人でも使用する使用者に適用され

ます。使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者

に支払わなければなりません。 

仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定

めても、法律により無効とされ、最低賃金額と同額の

定めをしたものとみなされます。また、最低賃金が適

用されるのは、すべての労働者であり、パート、アル

バイトといった雇用形態や呼称により、異なりません。 

千葉地方最低賃金審議会は審議の結果、８月５日、

現行の最低賃金の時間額９２５円を２８引き上げ（引

上げ率 3.02％）て、９５３円に改正することが適当で

ある旨の答申を行いました。 

効力発行日は、２０２１年１０月１日の見込み。 

号外 2021 年８月 12 日発行 

千葉地方最低賃金審議会

千葉県最低賃金２８円 

引き上げを答申 



＜参考：最近５年間の千葉県最低賃金の改正状況＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雇用主（使用者）の皆さん「業務改善助成金」活用していますか？ 

業務改善助成金は、生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金（事業場内最

低賃金）の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げたり、設備投資など（機械設備、コン

サルティング導入や人材育成・教育訓練を行った場合に、その費用の一部を助成

してくれます。 

詳しくは厚生労働省のホームページへ→ 

〇 特定最低賃金について 
特定最低賃金は、地域別最低賃金とは別に、関係労使の

申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会

が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定め

ることが必要であると認めた業種に設定されます。 

千葉県においては、現在、７つの業種について設定がなさ

れていますが、千葉県最低賃金額よりも高いものは、「鉄

鋼業」と「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業」の２業種となっています。 

○ 最低賃金に参入されない賃金 
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 

② 臨時に支払われる賃金（結婚手当など） 

③ １か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当 
 


